
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号

特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
二
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九

号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
条
を
実
施
す
る
た
め
、
並
び
に
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
第
六
条
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
）
附
則
第
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
の
要
請
を
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域
の
公
告
）

第
一
条
　
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い

て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
第
六
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条
　
法
第
六
条
に
規
定
す
る
当
該
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
所
有
者
そ
の
他
の
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
特
定
市
街
化
区
域
農
地
又
は
特
定
市
街
化
区
域
農
地
で
あ
つ
た
土
地
で
、
賃
貸
若
し
く
は
譲
渡
す
る
住
宅
を
建
設
す
る
た
め
、
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は

同
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
を
所
有
す
る
個
人
（
当
該
所
有
権
を
法
の
施
行
後
に
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
ら
な
い
で
取
得
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
市
街
化
区
域
農
地
又
は
特
定
市
街
化
区
域
農
地
で
あ

つ
た
土
地
に
つ
き
法
の
施
行
前
か
ら
所
有
権
を
取
得
す
る
ま
で
の
間
耕
作
の
事
業
に
供
す
る
た
め
の
農
地
法
第
二
条
第
七
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
使
用
収
益
権
を
有
し
て
い
た
者
（
そ
の
使
用
収
益
権
を
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り

取
得
し
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
）

二
　
特
定
市
街
化
区
域
農
地
又
は
特
定
市
街
化
区
域
農
地
で
あ
つ
た
土
地
で
、
賃
貸
若
し
く
は
譲
渡
す
る
住
宅
を
建
設
す
る
た
め
、
農
地
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
同
法
第
四
条
第
一

項
第
五
号
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
、
賃
借
権
又
は
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利

（
以
下
「
地
上
権
等
」
と
総
称
す
る
。
）
を
有
す
る
個
人
の
う
ち
、
前
号
に
掲
げ
る
者
の
親
族
で
そ
の
者
と
住
居
及
び
生
計
を
一
に
す
る
も
の
若
し
く
は
当
該
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
に
つ
き
法
の
施
行
前
か
ら
地
上
権
等
を
取
得

す
る
ま
で
の
間
同
号
の
使
用
収
益
権
を
有
し
て
い
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
法
の
施
行
後
に
相
続
若
し
く
は
遺
贈
に
よ
り
当
該
地
上
権
等
を
取
得
し
た
個
人

三
　
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
に
つ
い
て
地
上
権
等
を
有
す
る
合
名
会
社
、
合
資
会
社
、
株
式
会
社
、
有
限
会
社
又
は
貸
家
組
合
（
以
下
「
会
社
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
に
係
る
第
一
号
に
掲
げ

る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
地
上
権
等
に
係
る
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
を
所
有
す
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
れ
ら
の
法
人
が
地
上
権
等
を
取
得
す
る
に
至
つ
た
直
前
に

お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社
に
あ
つ
て
は
そ
の
法
人
の
社
員
（
業
務
執
行
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
過
半
を
占
め
て
お
り
、
株
式
会

社
、
有
限
会
社
及
び
貸
家
組
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
法
人
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
法
人
が
有
す
る
地
上
権
等
に
係
る
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
の
う
ち
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
所
有
に
係
る
特
定

市
街
化
区
域
農
地
等
の
地
積
と
前
号
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
地
上
権
等
に
係
る
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
の
地
積
と
の
合
計
が
、
当
該
各
法
人
が
有
す
る
地
上
権
等
に
係
る
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
の
総
地
積
の
過
半
を
占
め
て

い
る
も
の

四
　
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
に
つ
い
て
地
上
権
等
を
有
す
る
農
住
組
合
で
あ
つ
て
、
当
該
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
に
係
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
地
上
権
等
に
係
る
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
を

所
有
す
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
者
（
当
該
農
住
組
合
が
地
上
権
等
を
取
得
す
る
に
至
つ
た
直
前
に
お
け
る
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該

農
住
組
合
の
組
合
員
（
農
住
組
合
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
過
半
を
占
め
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
農
住
組
合
が
有
す
る
地
上
権
等
に
係
る
特
定

市
街
化
区
域
農
地
等
の
う
ち
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
所
有
に
係
る
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
の
地
積
と
前
二
号
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
地
上
権
等
に
係
る
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
の
地
積
と
の
合
計
が
、
当
該
農
住
組
合
が
有
す

る
地
上
権
等
に
係
る
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
の
総
地
積
の
過
半
を
占
め
て
い
る
も
の

２
　
法
第
六
条
に
規
定
す
る
一
般
宅
地
で
あ
る
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
所
有
者
そ
の
他
の
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
宅
地
で
あ
る
特
定
市
街
化
区
域
農
地
又
は
特
定
市
街
化
区
域
農
地

で
あ
つ
た
土
地
（
以
下
「
一
般
宅
地
」
と
い
う
。
）
を
所
有
す
る
個
人
又
は
一
般
宅
地
を
所
有
し
て
い
た
個
人
で
換
地
計
画
に
お
い
て
当
該
一
般
宅
地
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
同
法
第
二
十
八
条
第
四
号
に
規
定

す
る
施
設
住
宅
若
し
く
は
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
施
設
住
宅
敷
地
に
関
す
る
権
利
（
以
下
「
施
設
住
宅
等
に
関
す
る
権
利
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
（
当
該
個
人
か
ら
施
設
住
宅
等
に
関
す
る
権
利
を
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り

取
得
し
た
個
人
を
含
む
。
）
（
当
該
一
般
宅
地
の
所
有
権
を
法
の
施
行
後
に
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
ら
な
い
で
取
得
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
般
宅
地
に
つ
き
法
の
施
行
前
か
ら
所
有
権
を
取
得
す
る
ま
で
の
間
耕
作
の
事
業
に
供

す
る
た
め
の
農
地
法
第
二
条
第
七
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
使
用
収
益
権
を
有
し
て
い
た
者
に
限
る
。
）

二
　
一
般
宅
地
に
つ
い
て
地
上
権
等
を
有
す
る
個
人
若
し
く
は
一
般
宅
地
に
つ
い
て
地
上
権
等
を
有
し
て
い
た
個
人
で
換
地
計
画
に
お
い
て
当
該
地
上
権
等
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
施
設
住
宅
等
に
関
す
る
権
利

を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
前
号
に
掲
げ
る
者
の
親
族
で
そ
の
者
と
住
居
及
び
生
計
を
一
に
す
る
も
の
若
し
く
は
当
該
一
般
宅
地
に
つ
き
法
の
施
行
前
か
ら
地
上
権
等
を
取
得
す
る
ま
で
の
間
同
号
の
使
用
収
益
権
を
有
し
て
い
た
者

又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
法
の
施
行
後
に
相
続
若
し
く
は
遺
贈
に
よ
り
当
該
地
上
権
等
若
し
く
は
当
該
施
設
住
宅
等
に
関
す
る
権
利
を
取
得
し
た
個
人

三
　
一
般
宅
地
に
つ
い
て
地
上
権
等
を
有
す
る
会
社
等
又
は
一
般
宅
地
に
つ
い
て
地
上
権
等
を
有
し
て
い
た
会
社
等
で
換
地
計
画
に
お
い
て
当
該
地
上
権
等
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
施
設
住
宅
等
に
関
す
る
権
利

を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
一
般
宅
地
に
係
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
が
有
し
、
又
は
有
し
て
い
た
地
上
権
等
に
係
る
一
般
宅
地
を
所
有
し
、
又
は
所
有
し
て
い
た
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
れ
ら
の
法
人
が
地
上
権
等
を
取
得
す
る
に
至
つ
た
直
前
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社
に
あ
つ
て
は
そ
の
法
人
の
社
員

の
過
半
を
占
め
て
お
り
、
株
式
会
社
、
有
限
会
社
及
び
貸
家
組
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
法
人
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
法
人
が
有
し
、
又
は
有
し
て
い
た
地
上
権
等
に
係
る
一
般
宅
地
の
う
ち
第
一

号
に
掲
げ
る
者
が
所
有
し
、
又
は
所
有
し
て
い
た
一
般
宅
地
の
地
積
と
前
号
に
掲
げ
る
者
が
有
し
、
又
は
有
し
て
い
た
地
上
権
等
に
係
る
一
般
宅
地
の
地
積
と
の
合
計
が
、
当
該
各
法
人
が
有
し
、
又
は
有
し
て
い
た
地
上
権
等
に

係
る
一
般
宅
地
の
総
地
積
の
過
半
を
占
め
て
い
る
も
の

四
　
一
般
宅
地
に
つ
い
て
地
上
権
等
を
有
す
る
農
住
組
合
又
は
一
般
宅
地
に
つ
い
て
地
上
権
等
を
有
し
て
い
た
農
住
組
合
で
換
地
計
画
に
お
い
て
当
該
地
上
権
等
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
施
設
住
宅
等
に
関
す
る

権
利
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
一
般
宅
地
に
係
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
が
有
し
、
又
は
有
し
て
い
た
地
上
権
等
に
係
る
一
般
宅
地
を
所
有
し
、
又
は
所
有
し
て
い
た
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び

前
二
号
に
掲
げ
る
者
（
当
該
農
住
組
合
が
地
上
権
等
を
取
得
す
る
に
至
つ
た
直
前
に
お
け
る
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
農
住
組
合
の
組
合
員
の
過
半
を
占
め
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
農
住
組
合
が
有
し
、

1



又
は
有
し
て
い
た
地
上
権
等
に
係
る
一
般
宅
地
の
う
ち
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
所
有
し
、
又
は
所
有
し
て
い
た
一
般
宅
地
の
地
積
と
前
二
号
に
掲
げ
る
者
が
有
し
、
又
は
有
し
て
い
た
地
上
権
等
に
係
る
一
般
宅
地
の
地
積
と
の
合

計
が
、
当
該
農
住
組
合
が
有
し
、
又
は
有
し
て
い
た
地
上
権
等
に
係
る
一
般
宅
地
の
総
地
積
の
過
半
を
占
め
て
い
る
も
の

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
六
月
一
九
日
政
令
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
一
九
日
政
令
第
一
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
五
月
二
〇
日
政
令
第
一
四
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
昭
和
六
十
三
年
四
月
二
十
五
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を

受
理
し
た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
八
月
二
六
日
政
令
第
二
五
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し

た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
〇
月
七
日
政
令
第
二
九
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し

た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
月
二
四
日
政
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
附
則
第
六
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
除
く
。
）
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め

る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
（
附
則
第
六
項
を
除
く
。
）
及
び
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興

開
発
金
融
公
庫
が
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
三
十
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
八
月
一
日
政
令
第
二
四
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
八
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し

た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
八
月
二
二
日
政
令
第
二
四
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し

た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
一
月
二
七
日
政
令
第
三
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し

た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
一
六
日
政
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
年
三
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し

た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
九
日
政
令
第
三
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
地
等
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
一
月
二
七
日
政
令
第
三
五
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
三
年
十
月
三
十
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し

た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
二
月
二
六
日
政
令
第
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
四
年
一
月
二
十
七
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理

し
た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
六
月
二
六
日
政
令
第
二
二
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
四
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
が
こ
の
政

令
の
施
行
の
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
四
年
七
月
三
一
日
政
令
第
二
六
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
が
平
成
四

年
七
月
一
日
以
後
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
〇
月
一
四
日
政
令
第
三
三
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
四
年
七
月
二
十
日
以
後
に
受
理

し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
附
則
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
並
び
に
改
正
後
の
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
附
則
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
が

平
成
四
年
七
月
二
十
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
前
に
貸
付
金
の
全
額
の
交
付
を
完
了
し
た
も
の
（
以
下
「
全
額
交
付
完
了
の
も
の
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
適

用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
が
同
月
二
十
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
及
び
全
額
交
付
完
了
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
二
月
三
日
政
令
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
四
年
十
二
月
二
十
四
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金

の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
一
七
日
政
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
五
年
一
月
二
十
五
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の

貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
五
月
一
九
日
政
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
五
年
三
月
二
十
四
日
以
後
に
受

理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
八
月
五
日
政
令
第
二
七
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
五
年
八
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸

付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
九
月
二
七
日
政
令
第
三
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
五
年
八
月
二
十
五
日
以
後
に
受

理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
一
月
八
日
政
令
第
三
五
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
五
年
十
月
二
十
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸

付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第
四
〇
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
五
年
十
一
月
二
十
五
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金

の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
月
二
八
日
政
令
第
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
五
年
十
二
月
二
十
二
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金

の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
九
日
政
令
第
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
六
年
一
月
二
十
六
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の

貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
四
月
一
八
日
政
令
第
一
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸

付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
五
日
政
令
第
二
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

４
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
第
十
四
条
、
第
十
七
条
及
び
第
十
七
条
の
二
並
び
に
附
則
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
及
び
第
十
六
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金

の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
第
一
条
の
三
、
第
一
条
の
六
、
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
並
び
に
附
則
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項

か
ら
第
十
一
項
ま
で
並
び
に
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
六
年
六
月
十
七
日
以
後
に
受
理

し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
九
日
政
令
第
二
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸

付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
日
政
令
第
三
八
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
十
二
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特

定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸

付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
一
七
日
政
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道

防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
及
び
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公

庫
が
平
成
七
年
二
月
十
五
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
五
月
八
日
政
令
第
二
〇
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
、
特
定

市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
及
び
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付

金
の
金
額
の
限
度
等
を
定
め
る
政
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
七
年
四
月
七
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融

公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
二
日
政
令
第
二
三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
、
特
定

市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
及
び
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付

金
の
金
額
の
限
度
等
を
定
め
る
政
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
七
年
五
月
八
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融

公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
七
月
五
日
政
令
第
二
八
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
、
特
定

市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
及
び
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付

金
の
金
額
の
限
度
等
を
定
め
る
政
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
七
年
六
月
七
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融

公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
八
月
九
日
政
令
第
三
一
二
号
）
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
、
特
定

市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
及
び
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付

金
の
金
額
の
限
度
等
を
定
め
る
政
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
七
年
七
月
十
四
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金

融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
一
月
一
〇
日
政
令
第
三
七
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
第
六
条
の
二
を
除
く
。
）
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
、
利
率
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設

等
促
進
法
施
行
令
、
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
及
び
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
第
七
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
金
額
の
限
度
等
を
定
め
る
政
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
七
年
十
月
十
六
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公

庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
八
日
政
令
第
四
〇
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
、
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
及
び
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た

め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
金
額
の
限
度
等
を
定
め
る
政
令
の
規
定
は
、
住
宅
金
融
公
庫
が
平
成
七
年
十
一
月
十
三
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の

貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
七
日
政
令
第
三
一
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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